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参考 上位・関連計画におけるまちづくりの方向性 

ここでは、香芝市の上位・関連計画を対象に、将来都市像の位置づけ、地域公共交通の方向性

等について整理を行った。 

 

1. まちづくり  

(1) 第 4次香芝市総合計画（H23.3策定） 

第 4次香芝市総合計画（H23.3）は、まちの将来像とその実現のための基本方針や政策・施

策を示したものであり、10 年間のまちづくりの指針として策定したものである（計画期間：

2011～2020 年度）。 

「基本構想」と「基本計画」及び、別に定める「実施計画」で構成している。基本構想は

まちの将来像を設定し、そのための基本方針と政策・施策を示すものであり、基本計画は将

来像と基本方針の実現を図るための個々の政策・施策を体系的・具体的に示すものである。 

現在は後期基本計画の期間中（2016～2020年度）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 4次香芝市総合計画（H23.3） 

図 総合計画の構成 

 

① 将来像（10 年後のあるべき姿） 

『 笑顔と元気!! 住むなら かしば 』 

  

その他（１） 
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② 将来像（10 年後のあるべき姿） 

公共交通については、10 の政策（分野別将来イメージ）のうちの「3 快適で便利なまち

（都市基盤）」の施策「10 良好な新市街地の形成」において、デマンド交通・公共交通バ

スの効率化と利便性向上、公共バスの生活交通への変換の検討等の公共交通充実の方向を

示している。 

※H10～ ：公共バス運行 

※H25～ ：デマンド交通運行 

※H28.10：公共バス ⇒ コミュニティバス（有償化、各停留所における自由乗降化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 4次香芝市総合計画 後期基本計画（H28.3） 

図 公共交通の位置づけ 

  

【 公共交通の充実 】 
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(2) 香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H28.3策定・H31.3改定） 

香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H28.3策定・H31.3 改定）は、人口動向や将来的

な人口推計の分析を踏まえて中長期的な将来展望を示す「香芝市人口ビジョン」を策定する

とともに、人口ビジョン達成に向けた施策の方向性や具体的な取り組みについて定めたもの

である（計画期間：2015～2019 年度の５年） 

 

① 人口ビジョン 

総合戦略の推進によって人口維持を図り、2060 年に人口約 85,000 人を維持することを

目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市人口ビジョン（H28.3） 

図 将来人口の見通し 
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② 香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

「施策 11 公共施設などの維持・向上」において、公共バスによる施設利用の推進、デマ

ンド交通による市民の均等な移動機会の確保、外出支援による健康増進の方向を示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 11  公共施設などの維持・向上  

■推進する主な事業（実施検討中のものを含む）  

・公共施設等総合管理事業    ・公共施設再編事業  

・スポーツ公園事業       ・主要幹線道路整備事業  

・公共交通運行事業 

公共バスについて、公共施設と市内各地域間の移動手段を確保し、施設利用を推進

します。デマンド交通について、市民の均等な移動機会の確保と、外出支援による健

康増進を図ります。  

・安全で安定した水道水の供給  ・下水道施設の長寿命化  

 

資料：香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H31.3改定） 

図 公共交通の位置づけ  
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2. 土地利用・都市計画  

(1) 香芝市都市計画マスタープラン（H30.3策定） 

香芝市都市計画マスタープラン（H30.3）は、奈良県都市計画区域マスタープラン、第 4次

香芝市総合計画、香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略に即し、香芝市の都市計画や市民

等との協働によるまちづくりを進めていく際の「基本的な考え方」を示すものである（計画

期間：2018～2027年の 10 年（概ね 20年後の都市の姿を展望しつつ）） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市都市計画マスタープラン（H30.3） 

図 都市計画マスタープランの位置づけ 

 

① 都市づくりの目標 

・地域資源を生かした誇りと魅力ある都市づくり 

・活力とにぎわいのある計画的な都市づくり 

・安全で快適な生活基盤の充実した都市づくり 

・市民とともに取り組む協働の都市づくり 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市都市計画マスタープラン（H30.3） 

図 都市づくりの目標 
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② 将来都市構造 

将来都市構造として、市役所を中心に JR香芝駅、近鉄下田駅、総合福祉センターを含む

エリアを都市拠点、近鉄五位堂駅を中心とするエリアをにぎわい拠点に位置づけたコンパ

クトな都市構造を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市都市計画マスタープラン（H30.3） 

図 将来都市構造図 
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③ 公共交通の整備方針 

公共交通の方針において、デマンド交通やコミュティバスの効率化と利便性の向上を位

置づけている。また、鉄道各駅における交通結節機能の強化を位置づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：香芝市都市計画マスタープラン（H30.3） 

図 公共交通の方針及び道路・交通の方針図  

【 公共交通の方針 】 
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3. 交通  

(1) 香芝市生活交通ネットワーク計画  

香芝市生活交通ネットワーク計画（香芝市地域公共交通活性化協議会、H24.5）は、公共バ

ス（コミュニティバス運行前の無料バス）の運行・利用状況、公共交通に関するニーズ（市

民、交通事業者）を踏まえ、市域の新たな地域公共交通の手法について検討を行ったもので

ある。 

「コミュニティバス＋デマンド導入（市北部）」、「コミュニティバス＋デマンド導入（市

北部・南部）」、「全域デマンド導入案」の 3 案の比較検討を行い、最終的に「全域デマン

ド導入案」を提案している。 

 

表 全域デマンド導入案の概要（最終提案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市生活交通ネットワーク計画（H24.5） 
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(2) 奈良県地域公共交通網形成計画  

奈良県地域公共交通網形成計画（奈良県地域交通改善協議、H28.3 策定・H29.8 改定）は、

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（H26.11改正）」に基づき、地域全体を見渡

した総合的な公共交通ネットワークの形成を図る計画である（計画期間：2016～2020年度）。 

 

① 計画策定の目標 

・『住んでよし』 

  暮らしやすいまちづくり・歩いて暮らせるまちづくり・渋滞の解消 等 

    ・『働いてよし』 

      雇用の場の確保・その他環境整備としての移動の確保、雇用の場としての交通事業

者・交通関連産業 等 

・『訪れてよし』 

      観光地へのアクセス確保・広域周遊観光ルートの形成 等 

・移動ニーズに応じた交通サービスの実現 

    ・あってよいのに現存しない交通網の形成／なくてもよいのに現存する交通網の解消 

     

 

 

 

 

 

・鉄道・バスのネットワークや交通の拠点・結節点といったつながりを重視 

・公共交通の範囲を鉄道や路線バス、行政が運営主体となるコミュニティバス、施設バ

ス、タクシー、福祉タクシー・福祉有償輸送、公共交通空白地有償輸送、レンタカー、

レンタサイクルとするが、自家用自動車、自動二輪車、自転車、徒歩など私的な交通

を見据え、幅広くとらえる。 

 

資料：奈良県地域公共交通網形成計画（H29.8改定） 
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② 公共交通とまちづくりのデッサン 

公共交通とまちづくりのデッサンにおいて、香芝市固有の実施事業として、コミュニテ

ィバスの運行内容の継続的検討が挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県地域公共交通網形成計画（H29.8改定） 

図 公共交通とまちづくりのデッサン（C 白鳳台住宅線・信貴山線・三郷線）  

【 香芝市固有の実施事業 】 
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4. 福祉  

(1) 香芝市バリアフリー基本構想  

香芝市バリアフリー基本構想（移動等円滑化基本構想）（H25.3）は、高齢者・障がい者を

はじめとして誰もが安心して移動・活動することができるよう移動の円滑化・利便性及び安

全性の向上を図るための基本方針を明らかにするとともに、駅を中心とした地区や高齢者、

障がい者などが利用する施設が集積した地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化

を計画的に進め、香芝市の賑わいの拠点としてふさわしい地区を実現することを目的に策定

したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市バリアフリー基本構想（H25.3） 

図 基本構想の位置づけ 

 

① バリアフリーの基本理念と基本方針 

【 基本理念 】 

『 誰もが安全・安心、快適に移動できるひとにやさしい都市づくり 』  

【 基本方針 】 

・すべての人が安心して快適に活動できるまちづくりの推進  

・重点的・効果的なバリアフリー化の推進  

・市民の参画・協働によるまちづくりの推進  

・心のバリアフリーの促進 
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② 重点整備地区と将来像 

【 重点整備地区 】（最も重要度・優先度が高い地区） 

ＪＲ香芝駅・近鉄下田駅・近鉄五位堂駅・市役所周辺地区  

【 地区の将来像 】 

すべての人が安心して快適に移動・活動できる「かしば交流・賑わい拠点」 

【 地区の基本方針 】 

・快適な歩行空間のネットワーク化  

・公共交通の利便性の向上とバリアフリー化の推進  

ノンステップバスや福祉タクシーの導入など、だれもが利用できる、また利用し

やすい公共交通サービスの充実に努めます。また鉄道駅を含む周辺一帯においては、

すべての人が移動しやすい歩道整備を図るとともに、駅舎へのエレベーター設置な

ど、これら一体となった移動経路のバリアフリー化を進めます。 

・賑わいと魅力あるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市バリアフリー基本構想（H25.3） 

図 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路 
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③ 公共交通の整備目標 

バス停、バス車両の特定事業と整備目標は下表のとおりとなっている。 

 

表 バス停・バス車両の整備目標（事業者：奈良交通(株)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市バリアフリー基本構想（H25.3） 
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